
　
が
ん
の
経
験
者（
ピ
ア
サ
ポ
ー
タ
ー
）が
、

が
ん
患
者
や
そ
の
家
族
の
相
談
に
応
じ
ま

す
。
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。
安
心
し

て
、
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

日
時
… 

２
月
24
日
㊎　
午
後
１
時
30
分
～

４
時（
１
回
の
相
談
時
間
40
分
）

場
所
…
復
興
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
に
じ
い
ろ

費
用
… 

無
料

申
し
込
み
…

　
 

２
月
22
日
㊌
ま
で
に
申
し

込
み
フ
ォ
ー
ム
か
左
記
へ

問 
県
が
ん
連
携
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

　

☎
３
７
３
‐
５
５
５
８

友
の
会
茶
話
会
を
開
催
し
ま
す

　
限
り
あ
る
い
の
ち
の
時
間
の
過
ご
し
方

が
テ
ー
マ
で
す
。

と
き　
２
月
19
日
㊐　
午
後
１
時
30
分
～

と
こ
ろ　

 

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
ぴ
ね
す

多
目
的
室

問
ま
し
き
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
等
難
病
友
の
会

　

☎
０
９
０
‐
９
０
７
０
‐
６
８
４
６

り
、
直
前
に
中
止
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
当
日
の
午
前
中
、
児
童
館
は
利
用

で
き
ま
せ
ん
。
午
後
１
時
30
分
か
ら
通
常

開
館
し
ま
す
。

問
町
児
童
館

　

☎
２
３
４
‐
６
１
２
４

　
「
第
31
回 

益
城
復
興 
木
山
初
市
」を
開

催
し
ま
す
。

　

名
物
の
「
市
だ
ご
」
を
は
じ
め
、
お
い

し
い
食
べ
物
や
特
産
品
・
工
芸
品
の
露
店

な
ど
が
並
び
ま
す
。
特
設
ス
テ
ー
ジ
で
は
、

人
気
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
登
場
や
カ
ラ
オ
ケ

大
会
、
キ
ッ
ズ
ダ
ン
ス
、
太
鼓
演
奏
な
ど

が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
会
場
を
に
ぎ
や
か

に
彩
り
ま
す
。

　
豪
華
景
品
が
当
た
る
お
楽
し
み
抽
選
会

も
あ
り
、
家
族
み
ん
な
で
楽
し
め
る
イ
ベ

ン
ト
で
す
。
多
く
の
人
の
ご
来
場
を
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。

日
時
…
3
月
11
日
㊏
・
12
日
㊐

　
　
　
午
前
10
時
～
午
後
5
時

場
所
…
町
総
合
体
育
館 

駐
車
場

問 

町
商
工
会

　

☎
２
８
６
‐
２
５
５
１

益城町音声訳ボランティア「こまどり」では、広報ましき、社協だより、清水（議会報）などの
記事を音声で録音したＣＤを無料配布しています。　 問  町社会福祉協議会　 ☎ 214-5566

令和５年度　陸海空自衛官募集　　　　　　　　　　　 問  自衛隊熊本地方協力本部 募集課　☎ 297 - 2051

募集時期　3 月以降順次実施　　　　　募集対象　募集種目ごとにそれぞれ設定
採用試験　4 月以降順次実施　　　　　その他　　募集対象や採用試験日など詳しくは、問い合わせてください

募集種目 特徴 対象年齢 入隊（採用）後は？

一般幹部
候補生

リーダーである
「幹部自衛官」を目指す

22 歳以上
26 歳未満

入隊後、幹部候補生学校を経て幹部自衛官である
3 等陸海空尉へ任官し、幹部自衛官として活躍

一般曹
候補生

部隊の中核
「陸海空曹」を目指す

18 歳以上
33 歳未満

入隊後、約 2 年 9 カ月、一般曹候補生として
教育部隊、一般部隊で職種（専門分野）を磨き、

部隊の中核として活躍

自衛官
候補生

「任期制自衛官」として
技術、体力を身に付ける

18 歳以上
33 歳未満

入隊後、陸は 1 年 9 カ月、海空は 2 年 9 カ月を
1 任期として、職務を通じて技術と体力を磨き、
資格取得や曹へのステップアップを目指せます

予備
自衛官補

社会人や学生を続けながら
自衛官になれる

18 歳以上
34 歳未満

採用後、非常勤の特別職国家公務員として、
年間決められた訓練に参加し、予備自衛官として任官。

その後、各種訓練、招集命令などにより国防に貢献

４
年
ぶ
り
に
開
催
！

益
城
復
興  

木
山
初
市

が
ん
ピ
ア
お
し
ゃ
べ
り
相
談
室

名物「市だご」

▼
掲
載
の
申
し
込
み
は
、
掲
載
希
望

前
々
月
末
日
ま
で
に
、
企
画
財
政
課

広
報
係（
☎
２
８
６
‐
３
２
２
３
）へ
。
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